
資料－３

沖縄地方小委員会について

１．目的

直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、意見を聴取す

ること等を目的として設置。

２．主な議題等

① 計画段階評価

② 新規事業採択時評価

③ 地域の道路事業の効率的な実施について意見聴取

①、②については、道路分科会事業評価部会に報告。



社会資本整備審議会道路分科会 沖縄地方小委員会運営規則

（趣旨）

第１条 本規則は、「社会資本整備審議会道路分科会運営規則」（平成２２年８月３日道

路分科会長決定）に基づいて沖縄総合事務局（以下「事務局」という。）に設置す

る地方小委員会（以下「小委員会」という。）の組織、委員、会議、庶務その他委

員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

（小委員会の事務）

第２条 小委員会は、社会資本整備審議会道路分科会長（以下「分科会長」という。）の

指名に基づき、以下の事務を行う。

１ 直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、事務局か

らの報告を受けること。

２ 事務局の報告に対し意見がある場合には、分科会長に対してその具申を行うこと。

（小委員会の委員及び組織）

第３条 小委員会に属すべき委員等（社会資本整備審議会令（平成１２年６月７日政令第

２９９号）第４条第５項の「委員等」という。以下同じ。）は、道路分科会に属す

る委員等のうちから、道路分科会長が指名する。

２ 委員等は、１０名以内で組織する。

３ 委員等の任期は、２年とする。

４ 委員等は、再任されることができるが、最長６年を限度とする。

（会議の成立条件）

第４条 会議は委員等の３分の１以上の出席がなければ開催することができない。

（審議過程の透明性の確保）

第５条 小委員会における審議過程の透明性の確保を図るため、委員等の氏名、会議の開

催についてはあらかじめ公表するものとする。

２ 小委員会の審議については、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、

個人情報等を一時的に取り扱う場合等、委員長が必要と認める場合には、非公開と

することができる。なお、委員等は非公開の事務を処理する上で知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

３ 小委員会の会議に提出された資料等については、会議終了後、速やかに公表する

ものとする。ただし、個人情報等で公表することが、適切でない資料等については、

公表しないものとする。

（小委員会の庶務）

第６条 小委員会の庶務は、事務局開発建設部建設行政課において処理する。

附 則

この規則は、平成２２年１２月１７日から施行する。


